
令和５年９月２０日

中野区長 酒井 直人 様

中野区交通政策推進協議会

会 長 大沢 昌玄

中野区交通政策推進協議会（第１期）への諮問について（答申）

中野区交通政策推進協議会条例（令和４年中野区条例第３１号）第２条に基づき、

令和４年７月２２日付け４中都交第３１４号により諮問のありました下記の事項につい

て、別紙のとおり答申します。

記

１ 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号）第５条第

１項に規定する地域公共交通計画の策定について
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